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基準病床数等について 
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見直し後の基準病床数（一般・療養）の算定式 

厚生労働省「平成29年度医療計画策定研修会」資料に医療政策室において加筆 ６ 

○「在宅医療等対応可能数」については、
地域医療構想のいわゆる「在宅移行」分を
踏まえて、今後、県と市町村等が調整を
行って算定することとされている。 
○国がその詳細について通知する予定であ
るが、現時点で詳細は示されていない。 



基準病床 
将来の病床の必要量 
（必要病床数） 

算定の 
基準時点 

医療計画策定時点 2025年（H37年） 
※2013年（H25年）の医療需要がベース 

主な目的 適正な病床確保の基準 医療需要の将来推計 

概要 現在の人口構成等に応じた 
適正な病床数を算定 

将来の人口構成に応じた 
病床の必要量を算定 

種類 
① 一般・療養病床 
② 精神病床 
③ 結核病床 
④ 感染症病床 

高度急性期、急性期、回復
期、慢性期の４つの病床機
能ごとに算定（一般・療養のみ） 

また、在宅医療等の必要量
も算定 

○地域医療構想を踏まえ、将来、病床を増やす必要がある大都市圏等においては、
現在の人口に基づく基準病床が、将来に向けた病床確保（増床）の妨げになる可能
性がある。 
→ そのような場合は、毎年基準病床を見直す等によって対応することとされた。 
 
※ 岩手県の場合、必要病床数は既存の病床数を下回っており、このような問題は
生じない見込みである。 

基準病床と必要病床数の関係について 
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H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 

現行（第6次）医療計画 次期（第7次）医療計画 第8次 

基準病床 
医療計画策定時に定め、計画
期間中、病床の開設許可の基
準となる。 

将来の病床の必要量 
（必要病床数） 

将来（H37年）の医療提供体制
を考えるための参考値 

H25～H29 H30～H35 

一般病床 療養病床 高度急性期 急性期 

回復期 慢性期 

基準病床と必要病床数の関係について（イメージ） 
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精神病床 結核病床 感染症病床 


